
  

一 

児
童
の
朝
の
居
場
所
の
確
保
を
図
る
た
め
の
措
置
等
に
関
す
る
法
律
（
案
） 

（
趣
旨
） 

第
一
条 
こ
の
法
律
は
、
子
育
て
世
帯
を
め
ぐ
る
状
況
の
変
化
、
学
校
に
お
け
る
教
員
の
働
き
方
の
変
化
等
に
伴
い
、
児
童
の

朝
の
居
場
所
の
確
保
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
児
童
の
朝
の
居
場
所
の
確
保
を
図
る
た
め
の
法
制
上
の
措
置
等

及
び
こ
れ
を
講
ず
る
ま
で
の
間
の
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
支
援
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
児
童
の
朝
の
居
場
所
の
確
保
」
と
は
、
小
学
校
（
義
務
教
育
学
校
の
前
期
課
程
及
び
特
別
支

援
学
校
の
小
学
部
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
就
学
し
て
い
る
児
童
に
つ
い
て
、
そ
の
授
業
の
開
始
前
に

お
い
て
小
学
校
の
施
設
、
児
童
厚
生
施
設
（
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
四
十
条
に
規
定
す
る

児
童
厚
生
施
設
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
施
設
を
利
用
し
て
安
全
に
安
心
し
て
過
ご
す
こ
と
が
で
き
る
場
を
確
保
す
る
こ
と
を

い
う
。 

（
児
童
の
朝
の
居
場
所
の
確
保
を
図
る
た
め
の
法
制
上
の
措
置
等
） 

第
三
条 

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
以
内
に
、
国
と
地
方
公
共
団
体
と
の
適
切
な
役
割
分
担
を
踏
ま
え
つ
つ
、
地
域



 

二 

の
実
情
に
応
じ
、
児
童
の
朝
の
居
場
所
の
確
保
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
必
要
な
法
制
上
又
は
財
政
上
の
措
置
そ
の

他
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

政
府
は
、
前
項
の
措
置
の
検
討
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
地
方
公
共
団
体
の
協
力
を
得
て
、
児
童
の
朝
の
居
場
所
の
確
保

に
関
す
る
需
要
の
状
況
、
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
児
童
の
朝
の
居
場
所
の
確
保
に
関
す
る
施
策
の
実
施
の
状
況
等
に
関
す
る

調
査
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
る
も
の
と
す
る
。 

（
法
制
上
の
措
置
等
を
講
ず
る
ま
で
の
間
の
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
支
援
） 

第
四
条 

政
府
は
、
前
条
第
一
項
の
措
置
を
講
ず
る
ま
で
の
間
に
お
い
て
も
、
地
方
公
共
団
体
が
実
施
す
る
児
童
の
朝
の
居
場

所
の
確
保
に
関
す
る
施
策
を
支
援
す
る
た
め
、
必
要
な
財
政
上
の
措
置
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

附 

則 

 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



  

三 

理 

由 

 

子
育
て
世
帯
を
め
ぐ
る
状
況
の
変
化
、
学
校
に
お
け
る
教
員
の
働
き
方
の
変
化
等
に
伴
い
、
児
童
の
朝
の
居
場
所
の
確
保
が

課
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
児
童
の
朝
の
居
場
所
の
確
保
を
図
る
た
め
の
法
制
上
の
措
置
等
及
び
こ
れ
を
講
ず
る
ま
で

の
間
の
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
支
援
に
つ
い
て
定
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 

 


